
大

蔵

省

○

農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年

令
第
一
号
）

農
林
水
産
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め

る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
他
の
命
令
の
適
用
）

（
他
の
命
令
の
適
用
）

第
四
十
一
条

令
附
則
第
二
十
四
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
命
令
は
、
次
の
と

第
四
十
一
条

令
附
則
第
二
十
四
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
命
令
は
、
次
の
と

お
り
と
し
、
特
定
承
継
会
社
を
銀
行
と
み
な
し
て
、
第
一
号
か
ら
第
三
十
九

お
り
と
し
、
特
定
承
継
会
社
を
銀
行
と
み
な
し
て
、
第
一
号
か
ら
第
三
十
九

号
ま
で
に
掲
げ
る
命
令
の
規
定
を
適
用
し
、
特
定
承
継
会
社
を
信
用
農
業
協

号
ま
で
に
掲
げ
る
命
令
の
規
定
を
適
用
し
、
特
定
承
継
会
社
を
信
用
農
業
協

同
組
合
連
合
会
と
み
な
し
て
、
第
四
十
号
か
ら
第
五
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る

同
組
合
連
合
会
と
み
な
し
て
、
第
四
十
号
か
ら
第
五
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る

命
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

命
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

一
～
二
十
八

（
略
）

一
～
二
十
八

（
略
）

二
十
九

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト

二
十
九

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
に
関
す
る

ワ
ー
ク
支
援
機
構
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
九
十
八
号

省
令
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
九
十
八
号
）

）
三
十
～
五
十
八

（
略
）

三
十
～
五
十
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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附

則

こ
の
命
令
は
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
に
関
す
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
の

日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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